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不正行為調査規程 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 本規程は、不正行為防止規程第９条第１項に基づき、不正行為について円滑に調

査が行われるようその手続き等を定めるものである。 

 

（対象とする不正行為） 

第２条 本規程において対象とする「不正行為」とは、不正行為防止規程第２条第２項に

規定する行為をいう。 

 

（予備調査） 

第３条 告発、監査等で不正行為が発覚した場合、コンプライアンス委員会（以下「委員

会」という。）はその内容に関して合理性若しくは調査が必要とは直ちに判断できない

場合、予備調査を行う。なお、被告発者が、財団以外の機関在籍者である場合は、当該

機関等と協議の上、予備調査について別途定めることができる。 

２ 予備調査は告発の際の、理由・資料の論理性、告発内容に関して調査が必要かの判断

を行う。 

３ 委員会は、予備調査委員会を設置し、又は、関係部署に指示して予備調査にあたらせ

ることができる。委員会のみで判断できる場合は、予備調査委員会を設置せずに委員会

の予備調査で結論を出すことができる。 

４ 予備調査に基づき、調査すべきと委員会が判断した場合、本調査を行う。 

５ 予備調査の結論は、告発等（報道や外部機関からの指摘を含む。）後おおむね３０日

以内に、告発等の内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに、当該調査案件

の配分機関にも報告する。ただし、次の（１）～（３）の場合にはこの限りでない。な

お、最初の告発後、追加の告発内容や資料が送付された場合、最終送付日をもって告発

がなされた日とする。 

 （１）告発の内容が多数又は被告発者が複数である場合 

 （２）判断に必要な資料が不足しており、告発者等に追加資料等を求める必要がある場

合 

 （３）その他、相当の理由がある場合 

６ 本調査を行わない場合、委員会はその理由を告発者に通知する。ただし、告発者の氏

名・連絡先等が明らかでない場合は通知をしない。以下において、告発者に通知をする

場合も同様とする。 

７ 申し立の内容が、同一の告発者等により過去に告発されており、調査しない旨の記録

があり、その結論が適切であったと委員会が判断する場合は、本調査を行わない場合が

ある。 

８ 次の各号の一つに該当する場合には、本調査を行わないことができる。 
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 （１）告発等の内容が、過去において予備調査又は本調査が行われた際の告発等の内容

と同一の場合 

 （２）告発の原因となる根拠若しくは基礎事実が、過去において予備調査又は本調査が

行われた際の基礎事実と、共通若しくは同様と考えられる場合 

 （３）本調査が過去における調査の実質的繰り返しになると考えられる場合 

 

（本調査） 

第４条 委員会の委員長（以下「委員長」という。）は、委員会が本調査を行うと判断し

た場合は、本調査委員会を設置して本調査を行う。なお、被告発者が、財団以外の機関

等である場合は、当該機関等と協議の上、本調査について別途定めることができる。 

２ 委員会は本調査を行うことを決定した場合、告発者及び被告発者に対し、本調査を行

うことを通知し、調査への協力を求める。告発者が了承したときを除き、被告発者等を

含め、関係者以外に被告発者が特定されないよう周到に配慮する。 

３ 被告発者が財団以外の機関に在籍している場合は、その機関にも通知する。 

４ 本調査を行うことを決定した場合は、関係省庁等にその旨を報告する。当該事案に配

分機関が関わる場合は、配分機関にも本調査を行う旨を報告する。 

５ 本調査は実施を決定後、おおむね３０日以内に開始する。 

６ 本調査委員会は、理事長により設置される。 

７ 本調査委員会は、第三者の調査委員が半数以上で構成されなければならない。なお、

第三者の調査委員を含む全調査委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係（例えば、

不正行為を指摘された研究の成果に基づく特許や技術移転等に利害がある等）を有して

いない者でなければならない。 

８ 本調査委員会委員の氏名・所属については、告発者・被告発者に示すことにする。こ

れに対して、告発者及び被告発者は、あらかじめ財団が定めた期間内に異議を申し立て

ることができる。異議申し立てがあった場合、財団は内容を審査し、その内容が妥当で

あると判断した場合は、当該申し立てに係る調査委員を交代させるとともに、その旨を

告発者、被告発者に通知する。 

９ 本調査委員会の財団内における位置づけ、権限はそのつど財団において定め、関係者

に周知する。 

 

（配分機関への報告及び調査協力等） 

第５条 本調査にあたり当該調査が公的研究費等の配分機関と関係がある場合は、以下の

対応をとる。 

 （１）調査事案が配分機関と関連がある場合には、調査に際し、調査方針、調査対象及

び方法等について配分機関に報告し、協議しなければならない。 

 （２）告発等の受付から２１０日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者

が関わる他の公的研究費等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む

最終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっても、

調査の中間報告を配分機関に提出する。 
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 （３）調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認

定し、配分機関に報告する。 

 （４）配分機関の求めに応じ、調査終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の

中間報告を当該配分機関に提出する。 

 （５）調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に関する資料の提

出又は閲覧、現地調査に応じる。 

 

（本調査の方法等） 

第６条 本調査委員会は、指摘された当該研究に関する論文やデータ等の各種資料の精査、

関係者への事情聴取、その他、必要な調査を行うことができる。本調査委員会は、調査

開始後、おおむね１５０日以内（告発等の受付から２１０日以内）に調査した内容をま

とめるものとする。ただし、次の（１）～（５）の場合にはこの限りでない。 

 （１）被告発者や重要な関係者が長期に海外等の遠隔地に滞在している場合 

 （２）告発の内容が多数又は被告発者が複数である場合 

 （３）本調査開始後に告発者より追加の告発内容や資料が送付された場合 

 （４）調査の過程で新たに調査が必要な事実が発覚した場合 

 （５）その他相当の理由がある場合 

２ 被告発者の弁明の聴取を行わなければならない。 

３ 財団は本調査委員会の調査権限を定め関係者に周知する。この調査権限に基づく本調

査委員会の調査に対して、告発者及び被告発者等関係者は誠実に協力しなければならな

い。なお、協力の過程で生じる告発者及び被告発者本人の交通費、通信費、複写代等の

経費は原則として各自が負担する。 

４ 被告発者が財団以外の機関等にも所属している場合は、当該機関等に協力を要請する

ことができる。 

５ 本調査委員会は、告発に係る調査に関して、他の方法による適切な資料の入手が困難

な場合又は関係資料の隠滅のおそれがある場合には、証拠となる資料等の保全、調査事

項に関連する場所の一時閉鎖等の措置をとることができる。この措置は、必要最小限の

範囲及び期間にとどめるものとする。なお、被告発者は、この措置に影響しない範囲内

であれば、研究活動を制限されない。 

６ 調査にあたっては、公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、

必要な範囲外に漏えいすることのないよう十分配慮する。 

７ 告発に係る研究が、財団以外の機関等となんらかの関係を持つ場合、当該機関等と調

査に関する協議を行うこととする。 

８ 本調査委員会は、必要に応じて理事長、委員長へ報告を行う。また、理事長又は委員

長の求めがあった場合には、速やかに経過を報告しなければならない。 

９ 本調査委員会は、調査にあたり、告発等に関する研究の研究費支出を停止させること

が望ましい場合、委員長は理事長に報告、協議して、研究費の使用停止を命じることが

できる。 

１０ 告発者及び被告発者等関係者に対する事情聴取は財団が指定する場所で行う。 
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１１ 告発者の悪意又は重過失による調査に要した費用は、すべて又は一部を告発者に請

求することができる。 

１２ 本調査委員会は、不正行為が行われたか否か、不正と認められる行為があった場合

はその内容、関与者、関与の度合い、不正使用の相当額等を認定する。 

１３ 不正行為が行われなかったと認定され、告発が悪意に基づくものであると認められ

る場合は、この認定を行うにあたり、告発者に弁明の機会を与えなければならない。 

 

（配分機関への報告及び調査協力等） 

第７条 本調査にあたり当該調査が公的研究費等の配分機関と関係がある場合は、以下の

対応をとる。 

 （１）調査事案が配分機関と関連がある場合には、調査に際し、調査方針、調査対象及

び方法等について配分機関に報告し、協議しなければならない。 

 （２）告発等の受付から２１０日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者

が関わる他の公的研究費等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む

最終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっても、

調査の中間報告を配分機関に提出する。 

 （３）調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認

定し、配分機関に報告する。 

 （４）配分機関の求めに応じ、調査終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の

中間報告を当該配分機関に提出する。 

 （５）調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に関する資料の提

出又は閲覧、現地調査に応じる。 

 

（認定） 

第８条 本調査結果の認定にあたり次に掲げる事項を遵守する。 

 （１）本調査委員会の報告をもとに、委員会において最終的な認定を行い、理事長へ報

告後、調査結果を告発者、被告発者、通知や協力の要請又は協議を行った機関等

（以下「関係諸機関」という。）及び関係省庁等に通知する。報告の内容が不十分

と考えられる場合には、本調査委員会に追加の調査を求めることができる。 

 （２）不正行為が行われたと認定された場合、委員会は、被告発者の研究費の使用停止

や懲戒等、理事長へ報告をする。 

 （３）不正行為と認定された場合、被告発者は、認定の通知着後２週間以内に不服申し

立てをすることができる。不服申し立てがあったときは、告発者に通知する。加え

て、配分機関がある場合は当該機関及び関係省庁等にも報告する。 

 （４）本調査委員会は、速やかに再調査が必要かを検討し、不服申し立てを却下した場

合若しくは再調査を行うことを決定した場合には、その旨を告発者、被告発者、配

分機関がある場合は当該機関及び関係省庁等にも報告する。 

 （５）再調査を行う場合、委員会は再度本調査委員会に調査を求めることができる。こ

のとき、公正性等に問題があると思われる場合は、本調査委員会の委員を変更する
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ことができる。 

 （６）再調査開始から、おおむね５０日以内に先の調査結果を覆すか否かを決定する。

ただし、相当の理由があり、調査の延期が必要な場合はこの限りではない。 

 （７）委員会は、本調査委員会の報告をもとに、再調査結果に関する認定を行い、理事

長に報告後、調査結果を告発者、被告発者、関係諸機関及び関係省庁等に通知する。 

 （８）不正行為と認定された場合には、委員会は、委員会の判断又は関係諸機関と協議

の上、理事長に調査結果の公表について助言することができる。 

 （９）不正行為が行われたと認定されず、告発が悪意に基づく告発と認定された場合、

理事長に報告をするとともに、告発者、被告発者、配分機関がある場合は当該機関

及び関係省庁等にも報告する。 

 （１０）不正行為が行われたと認定されず、告発が悪意に基づく告発と認定された場合、

告発者は通知着後２週間以内に不服申し立てをすることができる。この場合、３０

日以内に再調査を行い、その結果を告発者、被告発者、配分機関がある場合は当該

機関及び関係省庁等にも報告する。 

 （１１）委員会は、関係諸機関との対応にあたり、調査の対象となった研究に関連する

研究費の受入窓口部門と協働で行うことができる。 

 

（調査結果の公表） 

第９条 不正行為があったとの認定があった場合、速やかに調査結果を公表する。公表内

容は、不正行為に関与した者の氏名及び所属、不正行為の内容、財団が公表時までに行

った措置の内容、本調査委員会の委員の氏名及び所属、調査の方法及び手順等を含むも

のとする。不正行為がなかったと認定した場合は、原則として公表しない。ただし、調

査事案が外部に漏えいしていた場合や論文等に故意によるものでない誤りがあった場合

は、調査結果を公表することを検討する。 

 

（告発者、被告発者に対する措置） 

第１０条 不正行為と認定された場合、不正行為への関与があったと認定された者、関与

したとは認定されないが不正行為が認定された論文等の内容に責任を負うと認定された

者等に対して、財団は規程に基づき適切な処置をとるとともに、論文の取下げ等を勧告

する。 

 

（守秘義務） 

第１１条 調査に関わった者は、当該調査において知り得た個人情報・機密情報に対し、

守秘義務を負う。 

 

（告発者及び調査協力者の保護） 

第１２条 不正行為に関する告発者及び調査協力者に対しては、告発や情報提供を理由と

する不利益を受けないように十分な配慮を行う。 
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（裁判所、行政庁との関係） 

第１３条 告発内容に関連して、告発者、被告発者、財団又はその他の利害関係を有する

第三者によって裁判所、行政庁における訴訟、調停、仲裁、その他法的な手続きが既に

開始されている場合、又は告発後開始された場合には、予備調査及び本調査委員会の調

査を行わず、又はこれを中断若しくは中止することができる。 

 

（補則） 

第１４条 本規程に定めるもののほか、研究活動における不正行為調査の運用に関し必要

な事項は、委員会で定めるものとする。 

 

（改廃） 

第１５条 本規程の重要事項の改廃は、理事会の協議を経て理事長の決裁により行い、通

常事項の改廃は、理事長の決裁により行う。 

 

 

＜附則＞ 

（適用日） 

第１条 本規程は、２０１５年４月１日より適用する。 

 

２０１８年 １月１日改正 

２０１８年１１月１日改正 

２０１８年１２月１日改正 

２０２０年 ４月１日改正 

 

 


